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○ 庄 原 市 新 婚 世 帯 定 住 促 進 補 助 金 交 付 要 綱  

平 成 25年 ５ 月 31日 告 示 第 69号 の ６  

改 正  

平 成 28年 ３ 月 ３ 日 告 示 第 18号  

庄 原 市 新 婚 世 帯 定 住 促 進 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 に 居 住 す る 新 婚 世 帯 員 に 予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 し 、 若 者 の 本

市 へ の 定 住 促 進 を 図 る た め 、 当 該 補 助 金 の 交 付 に 関 し 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 平 成 17年 庄 原 市 規 則

第 46号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

(１ )  民 間 賃 貸 住 宅  建 物 の 所 有 者 と の 間 で 賃 貸 借 契 約 （ ２ 親 等 以 内 の 親 族 が 所 有 す る 住 宅 を 賃 借

す る 場 合 を 除 く 。 ） を 締 結 し て 自 己 の 居 住 用 に 供 す る 住 宅 で 、 市 営 等 の 公 的 賃 貸 住 宅 、 社 宅 、 官

舎 、 寮 等 の 給 与 住 宅 又 は 借 主 （ 契 約 者 ） が 会 社 名 義 の 住 宅 以 外 の 賃 貸 住 宅 を い う 。  

(２ )  家 賃  賃 貸 借 契 約 に 定 め ら れ た 賃 借 料 の 月 額 を い う （ 駐 車 場 使 用 料 を 除 く 。 ） 。  

(３ )  住 宅 手 当  事 業 主 が 従 業 員 に 対 し て 支 給 又 は 負 担 す る 住 宅 に 関 す る 全 て の 手 当 額 等 の 月 額 を

い う 。  

(４ )  実 質 家 賃 負 担 額  家 賃 額 か ら 住 宅 手 当 額 を 控 除 し た 額 を い う 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 市 内 に 住 所 を 有 し 、 次 の 各 号 の い

ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

(１ )  市 内 の 民 間 賃 貸 住 宅 に 配 偶 者 と 同 一 世 帯 と し て 住 所 登 録 し て い る 者 で 、 住 宅 賃 貸 借 契 約 書 の

契 約 者 （ 借 主 ）  

(２ )  実 質 家 賃 負 担 額 が 月 額 ３ 万 円 を 超 え て い る 者  

(３ )  申 請 日 現 在 に お い て 、 婚 姻 の 届 出 を し た 日 か ら １ 年 以 内 の 者 で 、 本 人 及 び 配 偶 者 い ず れ も 40

歳 未 満 の 者 で あ る こ と 。  

(４ )  補 助 を 受 け よ う と す る 本 人 及 び そ の 同 一 世 帯 員 が 、 生 活 保 護 に よ る 住 宅 扶 助 そ の 他 公 的 制 度

に よ る 家 賃 補 助 等 を 受 け て い な い こ と 。  

(５ )  補 助 を 受 け よ う と す る 本 人 及 び そ の 同 一 世 帯 員 が 、 市 税 の 滞 納 を し て い な い こ と 。  
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（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 に 定 め る と お り と す る 。  

(１ )  月 額 の 実 質 家 賃 負 担 額 か ら ３ 万 円 を 控 除 し た 額 と し 、２ 万 円 を 上 限 と す る（ 1, 0 0 0円 未 満 切 捨

て ） 。  

(２ )  補 助 対 象 者 又 は 配 偶 者 が 市 外 に 通 勤 し て い る 場 合 は 、１ 世 帯 あ た り 月 額 3,0 0 0円 を 加 算 す る も

の と す る 。  

（ 補 助 期 間 ）  

第 ５ 条  補 助 の 期 間 は 、 申 請 を 受 理 し た 日 の 翌 月 か ら 12月 間 と す る 。 た だ し 、 第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件

に 該 当 し な く な っ た と き は 、 当 該 要 件 に 該 当 し な く な っ た 日 の 前 月 ま で を 補 助 の 期 間 と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ）

に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  婚 姻 の 記 載 の あ る 申 請 者 及 び 配 偶 者 の 戸 籍 抄 本  

(２ )  住 居 手 当 支 給 証 明 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(３ )  住 宅 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し  

(４ )  市 外 勤 務 申 出 書 （ 様 式 第 ３ 号 。 第 ４ 条 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 の み ）  

(５ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 決 定 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、

交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 審 査 の 結 果 、 第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 を 満 た さ な い と 認 め た と き は 、 不 交 付 決 定 通

知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 変 更 申 請 ）  

第 ８ 条  申 請 者 は 交 付 決 定 通 知 後 に 、 申 請 内 容 に 変 更 が あ っ た と き は 、 速 や か に 市 長 に 変 更 承 認 申 請

書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に 変 更 内 容 を 証 す る 書 類 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 変 更

承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  第 ７ 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と い う 。 ） は 、 実 績 報

告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 次 の 書 類 を 添 え て 、 補 助 期 間 終 了 月 の 末 日 か ら 30日 以 内 に 市 長 に 報 告 し な け
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れ ば な ら な い 。  

(１ )  家 賃 支 払 証 明 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）  

(２ )  市 外 勤 務 証 明 書 （ 様 式 第 10号 。 第 ４ 条 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 の み ）  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 交 付

す る 補 助 金 額 を 確 定 し 、 補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 11号 ） に よ り 当 該 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 10条  交 付 決 定 者 は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 12号 ） に よ り 市

長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 態 調 査 等 ）  

第 11条  市 長 は 、 交 付 決 定 者 に 対 し て 、 第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 に つ い て 報 告 を 求 め 、 又 は 調 査 す る こ

と が で き る 。  

（ そ の 他 ）  

第 12条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 25年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 平 成 29年 ３ 月 31日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  前 項 の 規 定 に よ る 失 効 の 日 ま で に 交 付 決 定 し た も の に つ い て は 、 こ の 告 示 の 規 定 に よ り な さ れ た

処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 失 効 後 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 期 間 の 特 例 ）  

４  平 成 24年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 24年 ８ 月 31日 ま で の 間 に お い て 婚 姻 の 届 出 を し た 者 に あ っ て は 、 第 ３

条 第 ３ 号 中 「 １ 年 以 内 の 者 」 と あ る の は 「 １ 年 ５ か 月 以 内 の 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

附  則 （ 平 成 28年 ３ 月 ３ 日 告 示 第 18号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 28年 ３ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

様 式 （ 省 略 ）  


